
1 

 
平成１７年度第１回流山市男女共同参画審議会の会議概要  

 
日 時  平成１７年７月１２日（火）  

午後２時００分から午後４時００分  
 
場 所  流山市役所庁議室  
 
出席者  岩出 誠    内海崎 貴子   矢吹 稔  

紅谷 幸夫   林 ゆう子    伊藤賢一  
鶴見 喜代美  井上 洋子    加藤 啓子  
境 昭彦    牧 尚輝     村田 朝子  

                 （委員１３人中１２人出席）  
事務局  企画部次長     石井 泰一  
     男女共同参画室長  松田 美知子  
     男女共同参画室主査 中村 章  
 
議 題  
１ 報告事項  

（１） 「男女共同参画プラン平成１６年度実施事業及び平成１７

年度予定実施事業一覧」について  
２ その他  

（２） 建議事項の検討  
（３） 国立女性教育会館（埼玉県嵐山町）での研修会への参加に

ついて  
 
概 要  
会長  本日は御多忙のところお集まりいただきありがとうございま

す。  
    議事に入ります前に申し上げます。流山市では審議会等の公

開に関する指針を策定し審議会等は原則公開となっております。 
   本日も傍聴人の方にお入りいただくところですので、あらか

じめ御了承いただきたいと存じます。  
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本日の出席状況は、委員１３人中１２人の出席で条例規定の

人数に達しておりますので、会議は成立していることを御報告

申し上げます。  
それでは議事に入ります。お手元の資料議題１から説明させ、

皆様からの質問等をお受けするとともに御意見をいただきたい

と存じます。それでは、事務局から御説明をお願いいたします。  
 
事務局 別紙資料「男女共同参画プラン平成１６年度実施事業及び平

成１７年度予定実施事業一覧」のとおり説明  
 
会長  ありがとうございました。  
    あらかじめ皆様のところに配布されましたこの資料を御覧い

ただきまして、お気づきになったところがあると思いますので

御意見をいただきたいと思います。  
    新しい考え方を普及、進行させていくには、啓発についてど

うしても学校教育、社会教育等の教育面が第一に取り上げられ

なくてはなりませんが、そんなことも含めまして御意見をいた

だきたいと思います。  
 
Ｊ委員 男女共同参画プランの中に主な指標一覧があり、Ｐ３６に１

３年度の数値が載っているが１６年度終了時点においてこの数

値がどのように変わったか教えていただきたい。  
 
事務局 当該計画において前期最終年の１７年度終了時点でこの数値

を出す予定となっていますので今後調査することになっており

ます。  
 
Ｊ委員 １６年度終了時点において、どの程度進んでいるか、進捗度

を知る上で必要だと思います。  
 
Ｈ委員 勉強会の時に話すことかもしれませんが、前年度とどう違う

か、事業によっては予算額が前年と大きく違っていたり、その

辺の理由がどのようになっているのか気になった。  
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Ａ委員 育児休業関係ですが市職員の方は、条例改正については周知

すると出ているのですが、民間事業所関係は出ておりません。  
 １７年４月１日から改正されているのですが、それが一切触

れられませんがどうしてですか。  
 
事務局 市の中の職員関係は指針が作られているのですが、民間は関

係課にもう一度確認してみます。  
 
会長  その他に御意見いかがでしょうか。  
 
Ｂ委員 「ジェンダー・フリー教育」について、言葉の問題で空欄に

してあるとのことですが、１６年は実施されてるわけですから

何をやられたか確認をした方が考えやすいのではないでしょう

か。  
 
Ａ委員 １６年度に推進を図ると明記されているのだから、問題があ

るからといって空欄になっているのはおかしなものだ。  
 
会長  この問題について後で論議されると思いますが、やはり空欄

になっているのは大きな問題だと思います。いろんな考え方が

ありますが、学校教育関係の方の受け止め方の問題ですが、回

答をしてはいけないということはないはずです。その言葉を使

わないようにするといっても回答をもらおうということはなさ

ったのですか。  
 
事務局 出せない理由は出してもらいました。内容については現在、

指導課の方に依頼中です。  
 
会長  問題としては進捗中ということですね。  
 
事務局 １６年度は現実的に何かをやってるはずですので、やってい

ることについて回答を出して欲しいともちかけてあります。教



4 

育委員会の方では、「ジェンダー・フリー」という用語を使わな

いように県教育委員会から指導があり、当市もその方向で進め

ることとなったので、出しにくいという雰囲気がありました。  
男女共同参画室としては、言葉を変えてでも出して欲しいと

交渉しております。  
 
会長  ありがとうございました。こういう問題は妥協点があると思

うので努力を続けていただきたいと思います。  
 
Ｋ委員 Ｐ２ですが学校の役職に女性が少ないですね。人材はいると

思うのですが。  
 
Ｉ委員 これは女性の先生の能力や力の問題ではないと思う。男性と

変わらない力を持っていると思う。これは教育における風土が

問題だと思う。古い体質をひきずっている様な感じがします。  
 
会長  このことについて何か事務局で情報をお持ちですか。  
 
事務局 学校の人事配置は直接市の方にはこないのですが、プランは

結果としてこういう形になっているということです。  
 
Ｊ委員 答えは資料の実施事業一覧に出ています。「意識改革が必要

だ」と書いてあるが、具体性がない、どうすればいいのかわか

らない。  
 
Ａ委員 市の職員一般に関しては、意識改革だけではなく環境づくり

が必要であると書いてあるが、教職員の方は書いてないが何か

違いはあるのですか。  
 
Ｂ委員 同じような制度があっても、結果的にその中で男女に偏りが

できたとき、それは制度そのものに結果的に差別が出てくるよ

うなシステムになっているという研究がある。その時に環境づ

くり制度を変えていかなくてはだめだということが常識的にい
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われている。制度を変えるための環境づくりはやはり必要で、

具体的にどういうことかをきちんとする。意識的にどう変わっ

たかということについてはデータを取るのが難しい。大事なこ

とは具体的にどういうことをやっていくのかを表していかなく

てはならない。  
 
会長  この数字は偏っていて大きすぎますね。  
 
Ｂ委員 これは他の市町村ではどうですか。我孫子はかなり進んでい

るはずですが、あらかじめ各市のデータを出して教育委員会に

具体的な対策を迫る必要があります。  
 
Ｊ委員 校長会等での啓発で女性管理職の登用に取り組んでいくと書

いてありますが、いろんな問題があるだろうからそれをもっと

細かく分析する必要がある。  
 
Ｃ委員 女性職員の育成に努めるとあるが、男女共同とはいっても、

女性は家庭をもっていたりとか、家庭的な事情で退いてしまう

と聞いたことがある。障害は何なのか、それを除くのはどうす

ればよいのかということを具体的にしなくてはならない。想像

では判断できないので、はっきり出すのは難しいが原因調査が

必要だと思う。  
 
会長  この問題は流山だけの数値だけで判断しても知恵が出てこな

いので近隣、できたら東京都内においての女性管理職の割合を

調査して集めて欲しいと思います。次からこの議論がもう少し

発展すると思いますのでよろしくお願いします。  
 
Ｃ委員 我孫子市では、いかがですか。  
 
Ｂ委員 我孫子市の教育委員会は活動が活発です。研修会等にも５年

計画で教員全員が受けるようになっている。校長会でも積極的

に取り組んでいます。野田、松戸、鎌ヶ谷等でも研修会を積極
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的に開催しています。  
 
会長  委員会、審議会の男女構成ですが、教育委員会は女性が１人

で男性４人ですね。学校教育、初等教育を支えていく上で、女

性の役割を軽視してよいのだろうか。アンバランスな気がしま

すね。次の機会にでも勉強会等でデータをもとにして勉強した

らいかがだろうか。  
 
Ｆ委員 それに関して前年度も教育委員会の改選が１６年度にあった

のに、また男性が委員になっているがその辺はどうなんでしょ

うか。どうようなお考えでいるのか確認して欲しい。  
 
Ｈ委員 施策につきましても１６年度と１７年度がまったく変わって

いない。反省点を踏まえ、各課にもっと具体的に、どういうこ

とをどうやったかということを出してもらいたいと思います。  
市民の立場でいうと公民館はオムツ替えのベッドがない、椅子

もないのでそれ自体がおかしいと思い、言っても予算がないと

いう。市民の思いを上にあげられる環境整備が必要と思う。  
 
Ｆ委員 今年度で前期が終わり見直しの時期である。１７年度の計画

で具体的に何をすると書かれているところが少ない。もう一度

各課に戻していただきたいと思います。  
 
会長  そろそろ次の議題に移りたいと思いますが他にいかがですか。 
 
Ｇ委員 私も具体的にというところが気になりました。１７年度の予

定が書いてないところもある。セミナーとかの文言が具体的に

書いてない。どういう方法で推進するかということが書いてな

いと思いました。  
 
Ｅ委員 皆さんの御意見を聞いてなるほどと思いました。個人的には

皆様の考えと同感です。  
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Ｄ委員 Ｐ１５の高齢者支援課の介護教室の開催ですが、在宅介護支

援センターでおこなうとしているが、在宅介護支援センターの

職員が男女共同参画の研修を受けるとなおいいと思う。また、

受講者は女性が多いが男性の参加も促進できたらよいと思う。  
 
会長  ありがとうございました。今までに若干の御意見、御質問が

出ていますので、なるべく要望に沿った形で資料を整理してこ

れを適当な機会に教えていただけたらと思います。  
    それでは次の議題に移りたいと思います。建議事項の検討に

ついて、事務局から御説明願います。  
 

事務局 本日の議題といたしまして、「建議事項の検討」と言うことで、 

お知らせしてございましたが、申し訳ございませんが、建議事

項の検討に変えまして、諮問をさせていただく事になりました。

今年度中に諮問をさせて頂き、答申を戴きたいと考えておりま

す。 

  諮問をさせていただきたい事案といたしまして、実は、先ほ

どご報告いたしました、男女共同参画プランの進行管理の中で、

不具合の出てきた事項がございます。 

「プランの（基本目標）Ⅱ男女平等意識の定着のなかで、（基

本的課題）１ジェンダー・フリー教育の推進」この項目につき

まして、今回の男女共同参画プラン進行管理の報告に際しまし

て、教育委員会指導課より、報告できない旨の申し出がござい

ました。 

 このことにつきまして、私ども、男女共同参画室といたしま

しては、「ジェンダー・フリー」と表現されている言葉について、

改正をしたいと考えております。 

また、当該「流山市男女共同参画プラン」の期間は、「平成１

４年度から平成２１年度までの８年間のプランとなっており、社

会経済環境の変化やプランの進捗状況に応じて必要な見直しを

行います」とされております。 

当プランの実施時期は、前期が平成１４年から平成１７年、後

期が平成１８年から平成２１年までの８年間となっており、８年
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間のプランの、期間の最終年であります、平成２１年には「第２

次男女共同参画プラン」の策定をするべく、「流山市総合計画」

の、「下期５か年計画」に位置づいております。 

そこで、事務局といたしましては、男女共同参画プラン､前期

の最終年であります、平成１７年度、「ジェンダー・フリー」の

部分について改正を考えております。また、当プランの前期の

状況を見直し、全体を通して不具合の出ている部分も見直した

いと考えており、平成１８年度からの後期に新規として、特に

出したいものがあるか、などにつきまして、第３回審議会で諮

問させていただきたい、と考えております。 

   現在策定されております、「男女共同参画プラン」を継続し、不

具合の部分の見直しをし、改正していきたいと考えております。

前期実施予定事業について､どの程度進んでいるか、進まないか、

など､につきまして、第３回審議会で説明をさせていただく予定

でございます。  

 今年度の男女共同審議会委員の皆様にご審議いただきたい事

項といたしまして、事務局案でございますが、本日第１回審議

会では、「男女共同参画プランの進行管理についてご審議いただ

きたいと考えております」、また、次回第２回審議会は平成１８

年１月中旬ごろに開催を予定しており、「男女共同参画プランの

変更の考え方、および、見直しにつきまして、男女共同参画プ

ランの（素案）をお示しさせていただく予定です。」 

また、引き続きまして、第３回審議会を、２月中旬に開催を

予定しており、「改正・男女共同参画プラン（案）」を委員の皆

様にお示しし、諮問、をさせていただく予定です。最終的に３

月に、男女共同参画審議会 会長 副会長のお２人から、市長

へ答申をお渡しいただく予定でおります。 

 最後になりましたが、今年度、平成１７年度における、流山

市男女共同参画プラン改正の年間予定について申しあげます。 

 

Ｈ.１７．７.８月  

・男女共同参画審議会第１回開催 

・各課へ男女共同参画プランの照会を依頼 
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       （男女共同参画プラン前期の検証、見直しを提 

示し､９月上旬に回答を集める） 

９.１０.１１．１２月 

 ・男女共同参画推進本部幹事会幹事、研究会委員により、 

各課から提出された改正プランについて各課とヒアリン 

グ、職員意識調査結果報告との調整 

   ・議会との調整 

    （「男女共同参画社会推進・流山女性市議の会」の女性 

議員に意見を伺う） 

１１月 

 ・男女共同参画審議会勉強会、開催予定 

Ｈ.１８.１月 

・１月上旬に「男女共同参画推進本部」を開催し、「改正.

男女共同参画プラン」について素案を作成する。 

     ・１月１５日号「広報ながれやま」と､流山市ホームペ  

      ージに素案を掲載し、市民の意見を募集。 

    ・市議会議員に素案を提示し､意見をいただく。 

・１月中旬を目途に第２回審議会を開催 

      （素案を提示し、プランの改正、見直しについて、プ

ラン変更の考え方などを説明） 

２月 

   ・２月中旬 第３回審議会開催 

      （「改正男女共同参画プラン（案）」について諮問、答

申をいただく） 

３月 

・ 男女共同参画審議会会長、副会長から市長へ答申書提 

 出 

・改正.男女共同参画プラン作成 

以上の予定で進めたいと考えておりますので、よろしく

御審議賜りたいと存じます。 

 

会長  ただいま事務局から諮問事項について説明がありました。よ

ろしく御審議、御意見をいただきたいと存じます。 



10 

    諮問については「ジェンダー・フリー」の部分について改定

を考えておりますということと、当プランの前期の状況を見直

し、全体を通して不具合の出ている部分を見直したいという２

つあります。 

 

Ｈ委員 その際に「ジェンダー・フリー」に代えて具体的にどのよう

な言葉を使うのでしょうか。 

 

Ｃ委員 教育委員会からの要望で「ジェンダー・フリー」に代わる言

葉を使って欲しいということですね。 

 

事務局 近隣各市においては、松戸市では「ジェンダーにとらわれな

い」、野田市では「男女の性別にとらわれない」というように改

めておりますが、教育委員会の方では、「男女平等教育」に改め

たらどうかと提案がありました。 

 

Ｈ委員 「男女平等教育」に改めたらどうかということで、決定では

ないですよね。 

 

事務局 決定ではないです。 

 

Ｈ委員 文言についての考えはなにかありますか。 

 

Ｂ委員 「ジェンダー平等」ですね。「ジェンダー・イクォリティ」で

すね。 男女間の平等な関係をつくるという意味での「ジェ

ンダー平等」ですね。 

「ジェンダー・フリー」に関して、いろいろな人により、解

釈は異なるのですが、もともと「ジェンダー・フリー」という

言葉は、性別をなくすとか「ジェンダー」の違いをなくすとか

そういう意味ではないということで使い始めたのですが、「フ

リー」という意味はなくすという意味なので誤解を招きやすい

ので、だから変えていこうということなんだと思います。 

「ジェンダー・フリー」という言葉は、教育学の方では使わ
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れているのですが、それを言っても一般にどうか、なじみやす

いかということなので、でも「ジェンダー」を日本語に直すの

は難しいですね。直したとしてもかなり長くなります。 

 

事務局  「ジェンダー」については、このまま触らないでいいでし

ょうか。 

 

Ｂ委員  「ジェンダー」に関しては、行動要領や世界的な「ジェン

ダー」統計とか国連でも使われている用語ですから問題ない

と思います。ただ、こちらの中で入れていくときに、「ジェン

ダー」の概念を理解してもらうのにかなり時間がかかるとい

う気がします。 

 

Ｆ委員 松戸市は、「ジェンダー」はどこでも使われている言葉なので

「ジェンダー」を残してとらわれないという言葉で訳したので

しょうが、「ジェンダー」という言葉自体に拒否反応を示す方が

いるので、ジェンダーの部分もみなさんに分りやすい言葉に直

したほうがいいという考えもあるのですね。教育委員会でいう

「ジェンダー・フリー」を男女平等という言葉に置き換えるの

は問題があるのでしょうかね。 

 

Ｂ委員 問題はありますね。学校では戦後ずっとやってきましたが、

それは男女平等教育の中身を見ると特性教育論といって、男ら

しさや女らしさを生かしていく男女平等論、機能平等論という

のですがそれが土台にありますので、特性を生かしていくのが

男女平等教育という概念なのですが、「ジェンダー・フリー」が

もたらした性別にとらわれず一人ひとりの個性を生かしていく

ことが男女共同参画の考え方だという大きな質的転換があった。

これからの男女平等教育の違いがどこにあるのか、理解が必要

です。「ジェンダー」という言葉を残すか残さないか、市の共同

参画に対する姿勢になってくるでしょうね。 

 

Ｆ委員 既に「ジェンダー・フリー」という意味を確認した上で流山
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市のプランが出来ているわけですよね。今、ここで「ジェンダ

ー・フリー」という言葉を変えることは大きなことでかなり協

議が必要ですね。 

「男女平等教育」とするのと「ジェンダー」の視点を入れたの

では大きな違いですね。 

 

Ｃ委員 フリーという言葉は野放しという感じがあるので、「ジェンダ

ー」という言葉を認識してもらわないとならない。 

 

Ｈ委員 教育委員会から「ジェンダー」という言葉があると困るとい 

う。 

文言というのはすごく大事だと思うので、誰もが納得できるこ

とばを用いないとならない。専門家の方に考えてもらえないか。 

 

会長  委員会の中での合意のみならず、社会的な合意にもっていか

なくてはならないという難しさがある。基本となる部分を考え、

それを普及させて、あるいは誤解を解いていかなくてはならな

いので、これをどうやっていくかということになります。 

 

Ｆ委員 「ジェンダー」を違和感のない聞きなれた言葉になればよい。

社会的、文化的につくられた性差という意味で使っている分に

は問題はない。 

 

Ｃ委員 「ジェンダー・フリー」という言葉で、「フリー」をとって「ジ

ェンダー」という言葉を残せば問題ないように思う。 

 

会長  どういう誤解がされているかということを知ることも大切で

すね。 

 

Ｂ委員 組織的な反対もあるし、バッシングがあるが「ジェンダー・

フリー」は偏見をなくすという意味で使っていたのだが、性差

否定という曲解した意味に捉えられてしまっている。 

ここまで、問題化されると実質的にプランを後退させない、内
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実を取るのが大事だと思う。「ジェンダー」という言葉を残すか

という問題は流山市民の意識によると思う。 

 

会長  国会論議にまで、この言葉を使わないなど政府の責任者が言

うようになってしまっている。言葉狩りにまでになってしまっ

ているのはいいことではないが。 

 

Ｆ委員 言葉を使わないことにより内容まであいまいになってしまう

ようなことにはなりたくない。 

 

会長  たとえば「性別にかかわりなく」とした場合でも曲解しよう

とすればどのようにもできる。議論がどんどん横道にいってし

まう。 

今日、なかなか結論も出ないし、宿題にしてもどうかと思うの

で、内海崎先生にお知恵を拝借しながら作っていくか、スケジュ

ールの中でどうやっていくか何かありませんか。 

 

Ｆ委員 法律的にはどうですか。 

 

Ａ委員 「ジェンダー」でかまわないですね。意味も社会的性差と注

釈をつけて対応すればよい。 

 

Ｆ委員 男女共同参画社会基本法は英語ではなんですか。 

 

Ａ委員 「イクォリティ」じゃないですか。 

 

Ｂ委員 ユネスコの報告書でも「ジェンダー平等教育」となっていま

すね。 

    「ジェンダー」では訳せないので「ジェンダー平等」ですね。 

 

会長  それとペアになって言われるのが男らしさ、女らしさの否定

を声高にいわれますね。その辺の理解が文化に根ざしているの

ですかね。 
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Ｈ委員 参画社会のところに言葉についてという項目を入れることは

出来るのですかね。 

 

Ｆ委員 「ジェンダー」とはという説明は入っているんですよね。 

 

Ｈ委員 「ジェンダー・フリー」がこのように変わりましたよみたい

なことが記載されればと思います。流山市としてはこういう考

えでこういう言葉を使っていると発信できるものがあればいい。

読んだ人にわかるように入れたらいいと思う。 

 

Ｇ委員 「ジェンダー・フリー」というと家族を解体させるというイ

メージがあり、流山でも昔から古い考えの人も多く保守的な基

盤もあるだろうから、反発する人も多いのではないか。 

 

Ｃ委員 「男らしく女らしく」でなぜいけないのかという人も多くい

る。そういう意味ではないといっても分らない人もいる。そう

いう人に「ジェンダー」をいかに理解させるかです。 

 

Ｆ委員 今まで家族単位で物事を考えていたし、解体に繋がるという

そういう不安を市民がもたないように情報を発信していかなく

てはならない。 

 

会長  そのときの行政がどう役割を果たせるか、行政が一番やらな

くてはならない。行政がやらなければ民間は動かない。一番役

割を果たしていただきたいのは学校の先生方なんですが、上の

教育委員会がこれはだめだというと致し方ないのか。意見交換

の場を持つ必要があります。 

 

Ｆ委員 「ジェンダー」の広報、周知が必要ですね。 

 

会長  それでは、この問題は皆さん共通の理解が出来たと思います

ので、この次の機会までに何かまとめられるような方策を勉強
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会等で考えながら臨みたいと思います。 

    それでは、その他の問題で研修会の参加について事務局の方

からお願いします。 

 

事務局 例年おこなっています嵐山の研修ですが、参加希望の方は、

今週までに申込をお願いします。 

 

会長  それでは長時間に渡りいろいろ議論していただきありがとう

ございました。この結果を事務局でまとめていただき、実現出

来るものは実現していきたいと存じます。本日はこれにて閉会

いたします。 

 

  

 


